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令 和 ３ 年 ９ 月 １ ３ 日 
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                     上野労働基準監督署長 

 

 

東京都最低賃金改正に関する広報依頼について 

 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より労働基準行政の推進につきまして格別の御理解と御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

さて、東京都最低賃金が、本年１０月１日から時間額１，０４１円（引上額

２８円）に改正されます。 

この最低賃金は、パートタイマーやアルバイトを含む都内で働くすべての労

働者とその使用者に適用され、使用者には罰則をもって最低賃金額以上の支払

が義務づけられています。しかしながら、一部には適用される最低賃金額に対

する理解不足から労使トラブルが発生している状況も認められ、円滑な労使関

係構築の観点からも早急に改正最低賃金額を広くお知らせする必要があります。 

つきましては、この趣旨に御理解を賜り、別添の広報文例及びリーフレット

を貴団体の広報誌、ホームページ等への掲載又は貴団体事務室への掲示等によ

り、東京都最低賃金改正に関する広報に御協力いただきますようお願い申し上

げます。 

また、事業場内最低賃金を引き上げやすい環境を整備するための業務改善助

成金等各種支援策につきましても、送付させていただきますので、併せて周知

いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

                    上野労働基準監督署 

                      所在地 〒１１０－０００８ 

                        台東区池之端１－２－２２ 

                        上野合同庁舎７階 

                      電話 ０３－６８７２－１２３０ 

                      担当 第四方面 加茂川通広 



時 間 額

～東京で働く全ての労働者に東京都最低賃金が適用されます～

○最低賃金に関するお問い合わせは

東京労働局賃金課最低賃金係（☎03-3512-1614）

または 最寄りの労働基準監督署へ

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。

使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

中小事業者・小規模事業者の皆さんへ
最低賃金を20円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合は、
「業務改善助成金」をはじめとする各種支援策の活用をご検討ください。

「業務改善助成金」についてのお問い合わせは、
「業務改善助成金コールセンター」【☎03-6388-6155】
「東京働き方改革推進支援センター」【☎0120-232-865】 にお尋ねください。

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら
28円

U P

確 認 し ま し ょ う！



　

＊各助成金の詳細は別添リーフレットをご参照ください。ご不明点は、下記問合せ先へお問い合わせください。＊

名　　称 概　　要 助 成 内 容 問合せ先

4 働き方改革推進支援助成金

生産性を高めながら労働時間の縮減等

に取り組む中小企業事業者等に対する

助成。

コース　労働時間短縮・年休促進コース、勤務間イン

ターバルコース、労働時間適正管理推進コース、団体推

進コース

助成額

労働時間短縮・年休促進コース（以下いずれか低い方）

　取組みに要した費用の 3/4　（一定の条件で4/5）

　成果目標の達成に応じ50万円又は100万円

　　・時間外休日労働60（80）時間以下の36協定

　　・特別休暇導入

　　・時間単位休暇導入

　　（・時間給３％以上引上げ加算可）

・東京労働局

　雇用環境・均等部企画課

　助成金係

　０３－６８９３－１１００

　（平日９：００－17：00）

・東京働き方改革推進

　支援センター

　０１２０－２３２－８６５

　（平日９：００－17：00）

　

3 人材確保等支援助成金
雇用管理の改善、生産性の向上等を通

じた職場定着の促進のための助成。

コース　人事評価改善等助成、テレワーク等９コース

助成額

人事評価改善等助成コース

　目標達成　80万円

　　・人事評価制度等整備計画の認定

　　　（人事評価制度と２％以上賃金アップ）

　　・人事評価制度の整備・実施

　　・生産性の向上

　　・賃金の増加（2％以上）

　　・離職率低下目標の達成

・東京労働局助成金センター

　人材確保等支援助成金担当

　（テレワークコースを除く）

　０３－５３３２－６９２４

　（平日８：3０－17：15）

・東京労働局

　雇用環境・均等部企画課

　助成金係（テレワークコースのみ）

　０３－６８９３－１１００

　（平日９：００－17：00）

2 キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣

労働者等の非正規雇用労働者の企業内

でのキャリアアップを促進するため、

正社員化、処遇改善の取組を実施した

事業主に対する助成。

コース・助成額

・正社員化コース（正規雇用労働者等への転換）

　　有期雇用から正規雇用　１人当たり57万円　等

　　有期雇用から無期雇用　１人当たり28.5万円　等

　　無期雇用から正規雇用　１人当たり28.5万円　等

・賃金規定等改定コース

　（有期雇用労働者等の賃金規定を増額改定し昇給）

　　全ての有期雇用労働者等の賃金規定を２％増額

　　対象労働者が１～３名　9.5万円　等

・賃金規定等共通化コース

　（有期雇用労働者等に対し正規雇用労働者と共通の

　　賃金規定を新たに規定・適用）　57万円　等

・諸手当制度等共通化コース

　（有期雇用労働者等に対し正規雇用労働者と共通の

　　諸手当制度を新たに規定・適用又は有期雇用労働者

等を対象に法定外の健康診断制度を新たに規定し、４人

以上実施）　38万円　等

等　７コース

・東京労働局助成金センター

　キャリアアップ助成金担当

　０３－５３３２－６９２３

　（平日８：3０－17：15）

・ハローワーク

1 業務改善助成金

生産性向上に資する設備投資等を実施

し業務改善を行うとともに、事業場内

で最も低い賃金を一定額以上引き上げ

る中小企業事業主等に業務改善に要し

た経費の一部を助成。

対象事業場：以下の２要件を満たす中

小企業の事業場

　①事業場規模100人以下

　②地域別最低賃金と事業場の

　　最低賃金の差額　30円以内

コース　時給引上げ20円、45円、30円、60円、90円

コース

助成率　3/4（一定の条件で　4/5）

上限額　20円コースの場合：引上げ１名　20万円

　　　　２～３名　30万円、４～６名　50万円

　　　　７~9名　70万円、１０名以上※　８０万円

　　　　90円コースの場合：引上げ１名　90万円

　　　　２～３名　150万円、４～６名　270万円

　　　　７~9名　450万円、１０名以上※　６００万円

※１０名以上は、生産量要件（コロナ禍の影響により前

年又は前々年同月比で売上額等の事業活動の指標が30％

以上減少）に該当する場合のみ

助成対象　設備投資、コンサルティング、

　　　　　店舗改装等（例）

・東京労働局

　雇用環境・均等部企画課

　助成金係

　０３－６８９３－１１００

　（平日９：00－17：00）

・業務改善助成金コールセンター

　０３－６３８８－６１５５

　（平日８：3０－17：15）

・東京働き方改革推進

　支援センター

　０１２０－２３２－８６５

　（平日９：００－17：00）

生産性向上・賃金引上げ 助成金のご案内

東 京 労 働 局

R3.8



　

＊各助成金の詳細は別添リーフレットをご参照ください。ご不明点は、下記問合せ先へお問い合わせください。＊

名　　称 概　　要 助 成 内 容 問合せ先

生産性向上・賃金引上げ 助成金のご案内

6 （中小企業庁）

小規模事業者持続的発

展支援事業

（持続化補助金）

中小企業生産性革命推進事業

小規模事業者等が経営計画を作成して

取り組む販路開拓等の取組を支援

補助率　一般型　2/3

         　低感染リスク型ビジネス枠　3/4

上限額　一般型　50万円

　　　　低感染リスク型ビジネス枠　100万円

＜一般型＞

・商工会地区　東京都商工会連合会

　０４２－８４３－５３１７

・商工会議所地区　補助金事務局

　０３－６７４７－４６０２

＜低感染リスク型ビジネス枠＞

・コールセンター

　０３－６７３１－９３２５

・東京都よろず支援拠点

　０３－６２０５－４７２８

（中小企業庁）

ものづくり・商業・

サービス生産性向上

促進事業

（ものづくり補助金）

5

中小企業生産性革命推進事業

革新的なサービス開発・試作品開発・

生産プロセスの改善に必要な設備投資

等を支援

補助要件：以下を満たす３～５年の事

業計画策定・実行

　・付加価値額　＋３％以上/年

　・給与支給総額　＋1.5％以上/年

　・事業場内最低賃金

   　≧地域別最低賃金＋30円

　（＊猶予措置あり）

補助率　通常枠　1/2　（小規模2/3)

　　　　低感染リスク型ビジネス枠　2/3

補助対象

機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、

運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費等

※海外旅費（グローバル展開型のみ）

　公告宣伝・販売促進費（低感染リスク型ビジネス枠

   のみ）

補助額　一般型　100万円～1,000万円

　　　　グローバル展開型　1000万円～3,000万円　等

 

・ものづくり補助金事務局

　サポートセンター

　０５０－８８８０－４０５３

・東京都よろず支援拠点

　０３－６２０５－４７２８

7

（中小企業庁）

サービス等生産性向上

IT導入支援事業

バックオフィス業務の効率化や新たな

顧客獲得等の付加価値向上に資するIT

ツール導入を支援

補助率　通常枠　1/2

             低感染リスク型ビジネス枠　2/3

補助対象　ソフトウエア、クラウド利用費、専門家経費

　　　　　等

　　　　＊低感染リスク型ビジネス枠は上記のものに

　　　　加えPC・タブレット等のレンタル費用が対象

補助額　30万円～450万円

＊以下を満たす３年の事業計画策定・実行により加点等

　・給与支給総額　＋1.5％以上/年

　・事業場内最低賃金　≧地域別最低賃金＋30円

　

・サービス等生産性向上

　IT導入支援事業

　コールセンター

　０５７０－６６６－４２４

・東京都よろず支援拠点

　０３－６２０５－４７２８

R3.8

最低賃金に関するお問い合わせは

東京労働局賃金課(03-3512-1614) または最寄りの労働基準監督署へ



『業務改善助成金』は、生産性を向上させ「事業場内で最も低い賃金（事業場内

最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を２０円以上引き上げ、機械設備導入などの取組を

行った場合に、その設備投資費用の一部を助成します。

※申請期限：令和４年１月３１日（郵送の場合は必着）

助成金の
概要

（※２）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率
が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

令和3年度「業務改善助成金」のご案内（東京版）

○活用事例と留意点は裏面をご覧ください！

コース区分 引上げ額
引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

20円コース 20円以上

１人 ２０万円

以下の２つの要件を

満たす中小企業の事業場

・事業場内最低賃金と

地域別最低賃金の差額が

30円以内

・事業場規模（労働者数）

100人以下

３／４

生産性要件を

満たした場合は

４／５

２～３人 ３０万円

４～６人 ５０万円

７～９人 ７０万円

10人以上★ ８０万円

30円コース 30円以上

１人 ３０万円

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７～９人 １００万円

10人以上★ １２０万円

45円コース
（8月新設）

45円以上

１人 ４５万円

２～３人 ７０万円

４～６人 １００万円

７～９人 １５０万円

10人以上★ １８０万円

60円コース 60円以上

１人 ６０万円

２～３人 ９０万円

４～６人 １５０万円

７～９人 ２３０万円

10人以上★ ３００万円

90円コース 90円以上

１人 ９０万円

２～３人 １５０万円

４～６人 ２７０万円

７～９人 ４５０万円

10人以上★ ６００万円

（※1）

（※２）

（※１）東京都最低賃金額は令和3年８月現在１０１３円ですので、雇入３か月以上で時間額１０４３円以下（月給者・日
給者は時間額に換算）の労働者（試用期間で試用期間終了後に所定の昇給がある労働者、最賃特例許可労働者を除
きます）が事業場に１人以上いることが申請要件です。(全員が1043円を超えている場合は申請できません。)

★ 特例事業場：コロナ禍の影響で前年又は前々年同期値と比較して生産量等（売上高、販売数等）が30％以上減少した
事業場は10人以上の上限額の適用対象です。

「引き上げる労働者数」とは？
「引上げ前の時間額が引き上げ後の事業場内最低賃金額未満」かつ「コース額以上引き上げる」労働者の人数です。雇い入
れ３か月未満の労働者も、これら２つの要件を満たしていれば、人数にカウントできます。



東京労働局

ご留意頂きたい事項

（R3.8.2）

◆ 過去に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。同一年度内に2回まで申請可能です。

◆ パソコン等の汎用性事務機器購入費、セキュリティ対策費等、通常の事業活動の経費は助成対象外です。

◇ 特例事業場で30円コース以上ならパソコン（新規購入に限る）、11人乗以上の乗用車、貨物車も対象です。

◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

◆ 申請書のダウンロードと記載例は厚労省HP、申請の流れと提出書類等の詳細は東京労働局HPをご覧ください。

～・業務改善助成金の活用事例・～

◆ 助成金の申請窓口は事業場所在地を管轄する都道府県労働局です。都内の事業場の申請窓口は、

「東京労働局 雇用環境・均等部企画課助成金係」03-6893-1100(平日9:00-17:00)です。

申請は企業単位ではなく、事業場（店舗、営業所等）単位です。

申請先

◆ 「業務改善助成金コールセンター」R3年8月10日～ ０３－６３８８－６１５５(平日8:30-17:15)

または

◆ 「東京働き方改革推進支援センター」に、お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120－232－865（平日9:00-17:00 千代田区神田富山町25サンクス神田ビル2Ｆ）

お問い合わせ先

交付申請書・事業実施計画
などを、労働局に提出

助成金支給までの流れ

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

審
査

労働局に事業実
施結果を報告

支
払
請
求

支
給




















